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#DeloitteESGNow—カリフォルニア州の気候関連

法による影響の概要 

背景 

2023年10月7日、カリフォルニア州知事Gavin Newsomは、カリフォルニア州で事業を行う特定の米国の公開会社および非公開

会社に対し、定量的および定性的な気候情報の開示を一括して義務付ける2つの州議会法案に署名しました。法案SB-253-企

業気候データ説明責任法および、SB-261-温室効果ガス：気候関連財務リスクは、米国における温室効果ガス (GHG) 排出量

と気候リスクの企業報告を義務付ける、米国初の業界横断の規制を制定します。これらの法案は、いくつかの重要な点でSEC1

が提案した気候規制の範囲を超えています。これらの2つの法案は、米国に拠点を置く公開会社と非公開会社の両方に適用さ

れ、2年間の総売上高に応じて適用対象が異なります。さらに、法案の対象となる企業は、重要性にかかわらずスコープ3のGHG

排出量を開示するとともに、スコープ1およびスコープ2のGHG排出量を報告初年度に限定的保証を受けなければなりません。

2030年以降、スコープ3のGHG排出量に対する限定的保証が必要になる可能性があります。 

 

 
 

1  SEC Proposed Rule Release No .33-11042, The Enhancement and Standardization of Climate Related Disclosure for Investors。 

2 両 法 案 と も 米 国 企 業 に 適 用 さ れ る が 、 用 語 が 若 干 異 な る 。 S B - 2 5 3 は  「 報 告 企 業

（ r e p o r t i n g  e n t i t y ） 」  を 「 こ の 州 の 法 律 、 合 衆 国 の 他 の 州 の 法 律 若 し く は コ ロ ン ビ ア

特 別 区 の 法 律 又 は 合 衆 国 議 会 の 法 律 に 基 づ い て 設 立 さ れ た 組 合 、 会 社 、 有 限 責 任 会 社 そ の

他 の 事 業 体 。 」 と 定 義 し 、 S B - 2 6 1 は 同 様 に  「 対 象 企 業 （ c o v e r e d  e n t i t y ） 」  と 定

義 し ま す 。 た だ し 、 保 険 業 の 会 社 は 除 き ま す 。  
3 米国経済分析局。 

 
 

 

https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/billTextClient.xhtml?bill_id=202320240SB253
https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/billTextClient.xhtml?bill_id=202320240SB253
https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/billTextClient.xhtml?bill_id=202320240SB261
https://www.sec.gov/files/rules/proposed/2022/33-11042.pdf
https://www.bea.gov/
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カリフ ォルニア州は人口と国内総生産の両方で全米最大の州であり、カリフ ォルニア州が国であれば、カ

リフ ォルニア州は世界第 5位の経済大国となります 3 。米国の大企業の多くはカリフ ォルニア州で事業を

展開しており 、新法の適用範囲内に入る可能性があります。カリ フォルニア州上院が実施したフロア分

析に基づくと 4、約 5 , 0 0 0社が G H G排出量と気候リスクの両方の開示を要求される可能性があり、さら

に 5 , 0 0 0社が定性的な気候リスクの開示のみを要求される可能性があ ります。一方または両方の法案

の適用範囲内にある 1万以上の企業の約 8 0 %は非公開会社であり、それ以外の場合は S E Cによる気候

規制の対象とはなりません。  

 
 
 

 

 
SB-253 

SB-253は、『GHGプロトコル報告ガイダンス（GHG Protocol reporting 

guidance）』5を活用して、スコープ1、スコープ2、およびスコープ3のGHG排出量の

定量情報を毎年開示するとともに、スコープ1およびスコープ2のGHG排出量に対

する限定的保証を受けることを、その適用対象企業に義務付ける。ス コ ー プ 3

の G H G排出量の開示、ス コ ー プ 1 およ びス コ ー プ 2 の G H G排出

量に対する合理的保証、および ス コ ー プ 3 の G H G 排出量に対す

る潜在的な限定的保証は 、 2 0 2 7 年から 2 0 3 0年の間に段階

的に導入される  (下記のタ イム ラ イ ン例を参照) 。 

 

 
 
 
 

 
SB-261 

SB-261は、気候関連財務情報開示タスクフォース (TCFD) によって確立されたフレームワ

ークと開示ガイダンスを活用して、企業に対し、気候関連の財務リスクとそのリスクを低

減し、適応させるために取られた措置に関する2年ごとの定性的報告書の作成と、自

社のウェブサイトでの公開を要求する。この定性的な報告に保証は必要ない。国際サ

ステナビリティ基準審議会 (ISSB) が発行したIFRS ® 「サステナビリティ開示基準」 を含む

後継または同等の報告基準も、SB-261に基づく報告のための受け入れ可能な枠組み

である。 

法令の概要およびその適用範囲 

SB-253とSB-261の組み合わせは、SECの気候変動に関する提案で要求される開示内容とほぼ同じ内容をカバーしています。しか

し、カリフォルニア州の法律の適用は、米国に拠点を置く企業の年間総売上高に依存し、その企業が公開会社であるか非公

開会社であるかは関係ありません。したがって、SECの提案する規則の下では対象とならない非公開会社であっても、収益基準 

(以下にて概説) を満たし、カリフォルニア州で事業を行っている場合には、カリフォルニア州の規則の下で開示を求められる可能

性があります。法案は、「カリフォルニア州で事業を行う」 が何を意味するのかを明確に定義していません。この用語の定義につい

ては、今後さらに明確になることが期待されています。しかし、カリフォルニア州税法の下でのこの概念に基づくと、州内でビジネス

を行うための敷居は非常に低いかもしれないという初期的な見立てがあります。さらに、両法案は米国に拠点を置く企業にも適

用されます。米国以外の親会社については特別な例外規定がないため、要件を満たす米国に拠点を置く子会社を持つ外国企

業は、デフォルトでこの法律の適用範囲内となります。同法案の収益基準を満たし、州内で売上、不動産、給与活動を行って

いる事業体は、税務顧問や法律顧問に相談し、新しい要求に従う必要があるかどうかを評価することを検討すべきです。 

以下の表は、両法案の要求事項と適用可能性をまとめたものとなります。 

 

 

 

 

 

 

 
 

4  SB-253およびSB-261のフロア解析。 

5 G H G プ ロ ト コ ル は 、 世 界 資 源 研 究 所 （ W o r l d  R e s o u r c e  I n s t i t u t e ） と 持 続 可 能 な

開 発 の た め の 世 界 経 済 人 会 議 （ W o r l d  B u s i n e s s  C o u n c i l  f o r  S u s t a i n a b l e  

a n d  D e v e l o p m e n t ） に よ っ て 作 成 さ れ 、 更 新 さ れ ま し た 。  

https://ghgprotocol.org/corporate-standard
https://ghgprotocol.org/corporate-standard
https://www.fsb-tcfd.org/
https://www.ftb.ca.gov/file/business/doing-business-in-california.html
https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/billAnalysisClient.xhtml?bill_id=202320240SB253
https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/billAnalysisClient.xhtml?bill_id=202320240SB261


3 

 

 

企業気候データ説明責任法 温室効果ガス：気候関連財務リスク 

 
 

 
 

報告要件の概要 スコープ1、スコープ2、スコープ3のGHG排出量 当該リスクを軽減し、適応させるために企業

が採用した措置 

影響を受ける企業 米国の公開企業および非公開企業で、年

間総売上高が10億ドルを超え、カリフォルニ

ア州で事業を行っている企業 

米国の公開企業および非公開企業 (保険

業界を除く) で、年間総売上高が5億ドルを

超え、カリフォルニア州で事業を行っている

企業 

タイムラインと証明 ・2026年以降:前年度のスコープ1およびスコ

ープ2のGHG排出量を開示し、限定的保証

を受ける 

・2027年以降:前年度のスコープ1およびスコ

ープ2のGHG排出量を開示してから180日以

内に、前年度のスコープ3の排出量を開示す

る (スコープ3については保証不要) 

・2030年以降:前年度のスコープ1およびスコ

ープ2のGHG排出量を開示し、合理的保証

を受ける; スコープ3排出量6、7について限定

的保証を検討する 

2026年1月1日以前:気候リスク開示要求

に基づく公開報告書の開示;証明要求なし 

報告頻度 年に一度 2年に一度 

報告場所 (規制当局が作成する) デジタルプラットフォ
ーム上で公表する 

企業のWebサイト 

活用される既存の基準およびフレー

ムワーク 

GHGプロトコル TCFD8 

違反に対する罰則 違反した場合、報告年度に50万ドル以下の

罰金が科せられる。 

違反した場合、報告年度に5万ドル以下の

罰金が科せられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6  2 0 3 0 年以降 、 企 業 は 、 ス コ ー プ 1 お よ び ス コ ー プ 2 の G H G 排出量 の開示時期 に  「 可 能 な 限 り 近 い 時 期 」 に  ス コ ー

プ 3 の G H G 排 出 量 を 開 示 を 要 求 さ れ る 可 能 性 が あ り ま す 。 た だ し 、 カ リ フ ォ ル ニ ア 州 大 気 資 源 局 は 、 ス コ ー プ 3 の

G H G 排出量報告 の現在 の 傾向 に 基 づ い て 、 2 0 2 9 年 に こ れ を 評 価 す る 予 定 で す 。  
7  ス コ ー プ 3 の 保 証 要 件 に つ い て は 2 0 2 7 年 ま で に 決 定 さ れ ま す 。  

8 企業は、「同等の報告要求事項」 (例えば、ISSBが発行するIFRSサステナビリティ開示基準)に従って報告することもできます。 

SB-253 SB-261 
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定量的排出量開示 (SB-253) 

SB-253では、カリフォルニア州で事業を展開し、前年度の年間総売上高が10億ドルを超える米国に拠点を置く企業 ( 「報告企

業」 ) は、GHGプロトコルによって提供されるガイダンスに従って、年間GHG排出量を開示することが求められます。SB-253は、事

業とそのバリューチェーンによって発生する3つのタイプの排出量の報告を次のように規定しています。 

• 「スコープ1排出量」 とは、場所にかかわらず、報告企業が所有または直接管理する排出源に起因するすべ

ての直接的な温室効果ガス排出量を意味する。これには、燃料燃焼活動を含むがそれに限定されない。 

• 「スコープ2排出量」 とは、場所にかかわらず、報告企業が購入または取得した消費電力、蒸気、暖房または

冷房からの間接的な温室効果ガス排出量を意味する。 

• 「スコープ3排出量」 とは、報告企業が所有または直接管理していない排出源からの、スコープ2排出量以外の間接的な

上流および下流の温室効果ガス排出量を意味し、購入した商品およびサービス、出張、従業員の通勤、販売された製

品の加工および使用が含まれるが、これらに限定されない。スコープ3の排出量は、バリューチェーン内の企業からの一次排

出量データを活用するか、業界平均や代用データなどの二次データを活用することによって計算することができる。 

 

GHG排出量の報告は、独立した第三者保証の対象となります。スコープ1およびスコープ2のGHG排出量は、開示初年度の2026

年から限定的保証 (2025年度の活動に基づく) および2030年から合理的保証 (2029年度の活動に基づく) の対象となります。

スコープ3のGHG排出量開示は、2027年から (2026年度の活動に基づく) 、報告企業のスコープ1およびスコープ2のGHG排出量

開示の180日後までに行う必要があります。スコープ3のGHG排出量は、2030年から限定的保証の対象となる可能性があります。

カリフォルニア州大気資源局 (CARB) は、2026年中のスコープ3排出量の第三者保証の動向をレビューおよび評価し、2027年1

月1日までに、スコープ3のGHG排出開示に関する保証要件を確立するかどうかを決定する必要があります。 

C A R B は 、 2 0 2 6年中の最初の年次報告期限を含め、 2 0 2 5 年 1 月 1 日までに法案の要件を成

文化するための規則を策定し 、採択する職務を負 っ て います 。 C A R Bは現在、 2 0 0 6年カ リ フ ォル

ニ ア州地球温暖化対策法（ C a l i f o r n i a  G l o b a l  W a r m i n g  S o l u t i o n s  A c t ）  ( A B - 3 2 )  

に基づき 、発電機、産業施設、燃料供給業者、電力輸入業者などの主要排出源からの G H G

排出量 (例えば 、 ス コ ー プ 1の定常燃焼および プ ロセ ス排出 ) に関する州の義務報告を監督し てい

ます 9 。非省略報告者の年次義務報告期限は 4 月 1 0 日であり 、省略報告者の場合は 6月 1日

です 1 0 。 C A R Bは S B - 2 5 3報告の年間期限を選択する際に 、 これらの日付を考慮する こ と がで き

ます 。  

 

定性的気候リスク開示 (SB-261) 

SB-261では、カリフォルニア州で事業を行い、前年度の年間総売上高が5億ドルを超える米国に拠点を置く企業 ( 「対象企業」 ) 

は、隔年の気候リスク報告書を発行し、ウェブサイトで公開することが義務付けられています。また、この報告書は親会社レベルで連

結されることがあります。親会社の子会社が対象企業に該当する場合は、別途報告書を作成する必要はありません。SB-261は、

既に同様の気候リスク報告義務の対象となっている保険会社を除外しています。11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
9 温室効果ガス排出報告義務|カリフォルニア州大気資源局。 

1 0 温室効果ガス報告義務—重要な日付と活動|カリフォルニア州大気資源局。 

1 1  2022年4月、全米保険監督官協会は、国際的に認められたTCFDと協力して、保険会社の気候関連リスクの報告に関する新しい基準を採択しました。 

https://ww2.arb.ca.gov/our-work/programs/mandatory-greenhouse-gas-emissions-reporting/about
https://ww2.arb.ca.gov/mrr-key-dates
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限定的保証付きのスコー

プ1およびスコープ2 のGHG

排出量12 

スコープ3のGHG排出量 

(2027年にスコープ1およびス

コープ2のGHG排出量を報告

してから180日以内) 

スコープ1およびスコープ2のGHG排出

量の合理的保証; 

スコープ3のGHG排出量の可能な限

定的保証 

Newsom知事は、SB-253及びSB-261に署名した際に、法案の施行スケジュール ( 「実現不可能である可能性が高い」 と述べ

ました) と企業への財政的影響に関する懸念を表明しました。知事政権は、2024年にカリフォルニア州議会と協力してこれらの

問題に対処します。 

法案は、 「気候関連の財務リスク」 を次のように定義しています。 

[A] 物理的・移行的リスクに起因する短期的・長期的な財務成果に悪影響を及ぼす重大なリスク。具体的には、企

業運営、商品およびサービスの提供、サプライチェーン、従業員の健康および安全、資本および金融投資、機関投資、

融資先および借入先の財務状態、株主価値、消費者需要、金融市場および経済の健全性などのリスクを含むがこ

れらに限定されない。 

また、対象となる企業は、特定された気候リスクを軽減し、適応させるために実施している措置を開示しなければなりません。法

案は、TCFDが公表した『気候関連財務情報開示タスクフォース提言の最終報告書』 (2017年6月) のガイダンス、またはそれに

代わる報告要求事項または同等の報告要求事項に従って、対象となる企業にリスク評価を組み立てることを求めています。

ISSBが発行したIFRS サステナビリティ開示基準は同等の基準とみなされます。 

 

タイムライン例 

以下のタイムラインは、両法案に基づく開示にかかる最初の要求事項の概要です。SECの提案や企業サステナビリティ報告指令

(CSRD) に基づく欧州規制などの、他の気候情報開示規制とは異なり、カリフォルニア州の規則では、企業規模に基づいた適用

の段階的導入は認められていません。SB-261に基づくTCFDリスク報告は2年ごとに、GHG排出量報告は毎年必要となります。 

 

SB-253 (収益>10億ドル)    

SB-261 (収益>5億ドル) 

 

 

2026 
(2025排出量の報告) 

2027 
(2026排出量の報告) 

2028 
(2027排出量の報告) 

2029 
(2028排出量の報告) 

2030 
(2029排出量の報告) 

 

 

 

 

モニタリングおよびコンプライアンス 

両法案はCARBに対し、上記で概説した開示を要求し、コンプライアンスをモニタリングし、実施するために必要な規制を策定

し、採択するよう命じています。この法律の適用範囲内にある企業は、実施および管理の費用を賄うためにCARBに年会費を

支払う必要があります。会費は、各法案によって設定される専用基金を通じて管理されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1 2 報 告 日 は C A R B が 決 定 し ま す 。  

2026年1月1日までの最初の隔

年気候リスク報告 

https://www.gov.ca.gov/wp-content/uploads/2023/10/SB-253-Signing.pdf
https://www.gov.ca.gov/wp-content/uploads/2023/10/SB-261-Signing.pdf
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両法案において、モニタリングは以下のように外部機関によって実施されます。 

 

 

 
SB-253 

2027年7月1日以前に、CARBは「カリフォルニア大学、カリフォルニア州立大学、

国立研究所、または他の同等の学術機関と契約し、報告企業が排出報告機

関に提出した公開情報に関する報告書を作成するもの」であり、州のGHG排出

量削減および気候目標の文脈で報告企業からのGHG排出量を強調していま

す。 

  

 
SB-261 

CARBは、非営利の気候報告組織と協力して、 (1) 報告が不適切または不

十分であることを特定し、 (2) 産業別の気候関連の財務リスクをレビューし、 

(3) 州が直面している体系的およびセクター全体の気候関連の財務リスクを

分析する報告書を2年ごとに作成します。 

いずれの法案にも、コンプライアンス違反や報告が不十分な場合に罰則を科す仕組みが盛り込まれています。SB-253では、無申

告、遅延申告、またはその他の要件を満たさない場合に、報告年度に最大50万ドルの罰金が課される可能性があります。2027

年から2030年の間、スコープ3のGHG排出量開示に関連する罰則は、無申告の場合にのみ適用されます。SB-261の下では、報

告書を公表しなかった場合、または不適切または不十分な報告書を公表した場合に、報告年度に最大5万ドルの罰金が課さ

れる可能性があります。CARBは、いずれの法案に基づく罰則を決定する際にも、過去および現在の規制の遵守状況、企業が

遵守するために誠実な措置をとったかどうかなど、関連するすべての状況を考慮します。 

 

その他の開示規則との関係 

カリフォルニア州の気候変動法案は、SECが提案したり、外国の管轄区域で義務付けられている気候情報開示規制の影響を

受けない多くの米国企業に適用されるため、注目されています。しかし、米国の上場企業や大規模な海外事業を展開する企

業にとって、カリフォルニア州の法案は、気候情報の開示に関連する多くの世界的な要求事項のうちの2つにすぎません。幸いな

ことに、どちらの法案も既存の開示枠組みであるGHGプロトコルおよびTCFDを活用しています。TCFDは、SEC、ISSB、CSRDが提案

または義務付けているものを含む、他の多くの気候関連の開示要件の基礎でもあります。したがって、企業は、カリフォルニア州

での報告を含む複数の異なる開示目的のために、GHG排出量および気候リスク情報を利用できることが期待されます。 

 
 

 
 

SB-253 

温室効果ガス排出量の開示を義務付けているSB-253では、カリフォルニア州の排

出量報告は「作業の重複を最小限に抑え、連邦政府が要求する報告書を含む

他の国内および国際的な報告要求事項を満たすために作成された報告書を、 

[法案] のすべての要件を満たす限り、報告企業が排出報告機関に提出できるよ

うにする」ように意図的に構成されていると規定しています。 

 
 

 
 
 

SB-261 

気候リスク報告を義務付けているSB-261は、企業がTCFDまたは同等の基準に沿って、

自主的にまたは「規制された取引所、政府、またはその他の政府機関 (米国政府が発

行した法律または規則を含む) が発行する法律、規則、または上場要件に基づいて」

公開可能な2年ごとの気候リスク報告書を作成すれば、法案の要件を満たすと明記し

ています。ISSBが発行したIFRSサステナビリティ開示基準は同等の基準とみなされます。 
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以下の表は、いくつかの特定の指標と規定について、それぞれの法案と、主要な気候開示規制案または最終的な気候開示規制

案の3つをハイレベルで比較したものです13。 

 

GHG排出量報告書  

SB-253 SEC14 CSRD ISSB 

最初の報告書 2026 TBD15 組織構造によって異な
り、最も早い報告は
2025年に開始される 

IFRS S1号およびIFRS S2
号16は2024年1月1日
に発効し、各法域に委
任される 

対象企業 上場および非上場企
業 

上場企業 上場および非上場企業 各国の法域規制の適
用を条件とする 

スコープ1およびスコー
プ2 

必須 必須 重要性評価17に基づく 必須 

スコープ3 必須 重要性があるまたは登
録者が削減目標を設
定している場合にのみ
要求される 

重要性評価18に基づく 必須 

保証 限定的保証の後、スコ
ープ1およびスコープ2の
GHG排出量について合
理的保証を行う 

スコープ3の保証要求事
項は2027年までに決定
される 

限定的保証の後、スコ
ープ1およびスコープ2の
GHG排出量について合
理的保証を行う 

スコープ3のGHG排出量
は保証しない 

報告初年度から報告さ
れるすべてのサステナビリ
ティ情報に対する限定
的保証 

法域の規制を受ける 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
13この表は、様々な気候情報開示規制における特定の指標と要求事項のハイレベルな比較を提供します。ただし、要約形式のため、表はすべての範囲または

開示シナリオを考慮していません。他の既存または提案されている気候情報開示規制に関する追加情報については、その他の資料の項をご参照ください。 

14 SEC気候ルールが提案されていますが、まだ最終化されていません。表中のすべての内容は提案された規則に基づいており、変更される可能性があります。 

15提案されたSECの実施スケジュールでは、large accelerated filerは2024年に最初の報告が求められます。しかし、SECの提案に反映されたタイムラインは、最終

的なSEC規則のタイムラインとは異なる可能性が高いです。 

16 IFRS S1号「サステナビリティ関連財務情報の開示に関する全般要求事項」、IFRS S2号「気候関連開示」 

17 CSRDは、インパクトと財務の両面から重要性を評価することを求めています ( 「ダブルマテリアリティ」 として知られる概念) 。 

18脚注17をご参照ください。 
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定性的な気候関連情

報開示 

    

SB-261 SEC19 CSRD ISSB 

最初の報告書 2026年1月1日 TBD20 組織構造によって異な

り、最も早い報告は

2025年に開始される 

IFRS S1号およびIFRS  S2
号は2024年1月1日に発
効し、各法域に委任され

る 

気候ガバナンスおよび

戦略 

• TCFDシナリオ

分析:要 

• 気候関連の

リスクと機会:

要 

• レジリエン

ス戦略:要 

• TCFDシナリオ分

析:無 

• 気候関連の 
リスクと機会:リ
スクは必須、機
会は任意 

• レジリエンス

戦略:要 

• TCFDシナリオ分

析:要 

• 気候関連のリスク

と機会:要 

• レジリエンス戦

略:要 

• TCFDシナリオ分

析:要 

• 気候関連の

リスクと機会:

要 

• レジリエ
ンス戦
略:要 

気候リスク管理 要 要 要 要 

保証 なし なし 報告初年度から報告

されるすべてのサステナ

ビリティ情報に対する

限定的保証 

法域の規制を受ける 

 

企業への配慮 

米国で気候情報開示の義務化が現実のものとなったことで、企業は保証に対応した気候報告の準備を急速に加速させる必

要があります。カリフォルニア州で事業を行う企業にとって、気候に関する考慮事項をガバナンス、リスク管理、戦略に統合し始め

るのは今です。以下において、企業が保証に対応した気候情報の作成に向けて行動を開始する際のいくつかの考慮事項を概

説します。 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

1 9 脚注14をご参照ください。 

2 0 脚注15をご参照ください。 

今いる場所で、持って

いるものから始める 

マテリアリティの決定と

ギャップ評価の精緻化 

データ・プロセス、統制、および

保証を得る準備ができている

かどうかを評価する 

教育、スキルアップ、 

行動 

•気候に特化した開示

(例えば、TCFD、気候

開示プロジェクト、GHG

インベントリ) 

•業種別開示(例えば、

サステナビリティ会計基

準審議会) 

•一般的なサステナビリ

ティおよびその他の開示

(例えば、グローバル・レ

ポーティング・イニシアテ

ィブ、持続可能性に関

するウェブサイト、年次

報告書、政策) 

 
 

•気候リスクおよびGHG

排出量の定量化の評

価におけるマテリアリテ

ィの定義を特定または

精緻化する 

•規制要求事項とタイ

ムラインへの影響を理

解する 

•規制の結果としての

報告ギャップを特定お

よび評価する 

•関連する内部関係者

およびプロセス所有者

とデータ要件を連携す

る 

 
 

•GHG排出量の管理計画

の策定または改善 

•内部統制とデータガバナン

スの現行システムを評価

し、データ所有者の役割と

責任を定義する 

•取締役会の監視とトップ

ダウンの説明責任メカニズ

ムを確立し、しっかりとした

管理環境を支援する 

•気候とGHG排出量の開

示と統制のギャップを埋め

るための変更を実施する 

 
 

•組織の能力を構築し、取

締役会およびマネジメントレ

ベルでトレーニングを行う 

•財務報告チームやサステナ

ビリティチームなど、関連す

るステークホルダーをつなぐ 

•気候およびGHG排出量に

関するドラフトおよび最終

開示の作成 

•保証水準の確保または

向上のための計画を策定

する 
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その他のリソース 

• Heads Up—#DeloitteESGNow—EUの企業サステナビリティ報告指令に関するよくある質問 

• Heads Up—#DeloitteESGNow—グローバルESG開示基準の収束：ISSB、IFRS S1号およびIFRS S2号を最終化 

• iGAAP in Focus—Sustainability Reporting:ISSB、初のIFRS Sustainability Disclosure Standardsを発行 

• Heads Up—#DeloitteESGNow—COSOフレームワークを活用したサステナビリティ報告に関する内部統制(ICSR)の構築 

• Heads Up—#DeloitteESGNow—情報開示の熱が高まっている：サステナビリティおよび気候レポートの国際標準化に向け

た動き 

• Heads Up—気候情報開示要求事項に関するSEC提案規則の包括的分析 
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以来175年余りの歴史を有し、150を超える国・地域にわたって活動を展開しています。 “Making an impact that matters”をパーパス（存在理由）として標榜するデロイトの約415,000

名の人材の活動の詳細については、（ www.deloitte.com ）をご覧ください。 
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